
第２節

海外における日本人・日本企業への
支援

総　論

海外に渡航する日本人は年間延べ約1,600
万人に達しており、海外に在留する日本人も
年々増加して、約113万人（2009年10月現
在）に上り、国際社会の様々な分野や地域で
多くの日本人が活躍している。その一方、海
外で日本人が遭遇する危険も増加し、多様化
している。海外における日本人の生命、身体
及び利益を保護・増進することは外務省の重
要な任務の一つであり、外務省は日本人が海
外で安全にかつ安心して生活や活動ができる
よう、各種取組を行っている。

まず、外務省は、テロ・誘拐を含む事件や
事故、戦乱や紛争、自然災害や感染症など、
海外における日本人の安全と安心に関わる情
報を幅広く的確に収集し、提供している。ま
た、これを通じて国民の一人ひとりに自ら危
機管理意識を持って安全対策をとるように呼
びかけている。一方、危険に巻き込まれた日
本人に対しては、各地の事情に即し、可能な
限りの支援を適切に行えるように、その体制
や基盤の強化に努めている。

また、世界各国の日本国大使館や総領事館
において、旅券（パスポート）や各種証明な
どの発給、在外選挙の実施など、基本的な行
政サービスを提供することに加え、日本人学
校や補習授業校への支援、医療・保健関係情
報の提供などの施策を通じ、海外で活躍する

日本人の生活基盤を支えている。こうした施
策は、日本人・日本企業が海外へ展開し、活
動する上でも重要なサービスとなっている。

さらに、長年にわたり各国の発展に寄与
し、日本との「架け橋」となって関係緊密化
にも貢献してきた日本人移住者や日系人の存
在は、日本が開かれた国を目指す外交を進め
る上で重要な資産であり、移住者などへの支
援を行ってきている。

グローバル化が進展し、新興国の台頭など
により国際経済環境が変化する中、日本企業
や個人の海外での競争力を強化し、「強い経
済」を実現していくことが極めて重要になっ
ている。特に近年、世界的な経済連携の進展
やアジアを中心としたインフラ需要の増大が
見られる中で、日本企業に対する積極的な支
援はますます重要である。外務省は、在外公
館を始め、日本企業が直面している諸問題に
ついて企業から意見を幅広く聴取し、日本企
業からの問い合わせや要望に対応するととも
に、諸外国との間で規制改革やビジネス環境
の改善に関する対話や協議を行い、相手国・
地域に対して改善を求めている。

外務省は、海外に進出している日本企業の
要望などを踏まえ、経済連携協定（EPA）
の活用・運用改善に取り組むとともに、定期
的に協定の運用状況について見直している。
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また、社会保障協定の締結により、二国間の
社会保険料の二重負担や掛け捨ての問題など
を解消し、海外に進出する日本企業や国民の
負担の軽減を図っている。さらに、「知的財
産立国」を目指す日本としては、模倣品や海

賊版の被害を受けている日本企業からの相談
内容に基づき、二国間及び多国間協議の場で
外国政府への働きかけを行うなど、日本企業
の知的財産権保護の強化に取り組んでいる。

1　海外における日本人への支援

（1）海外における危険と日本人の安全

各　論

海外における日本人の活動分野が広がりを
見せ、その活動地域も拡大している一方で、
日本人が海外において遭遇する危険もまた多
様化している。近年では、紛争や暴動による
政情や治安の悪化、テロや誘拐の他、地震や
洪水を始めとする大規模自然災害など突発的
に起きる緊急事態、山・海あるいは交通機関
での事故、麻薬犯罪や国際詐欺、更には文化
や宗教などの違いから、知らぬ間に現地の法
令や慣習に反して犯罪や事件に巻き込まれて
しまう事案などが多く発生している。

外務省及び在外公館は、多くの日本人が海
外で安心して生活・活動できるよう、海外の
様々な脅威や危険を分析し、平素の心構えと
安全対策に役立つ情報を発信するとともに、
邦人援護などの支援体制を強化している。ま
た、事件の予防及び発生後の的確な対応をよ
り効果的に実施するために、諸外国や関係省
庁、民間企業・団体との連携や協力の下、日
本人の安全対策及び援護態勢の構築に努めて
いる。

2010年における海外の脅威の動向
2010年は、海外におけるテロや誘拐の多

発、自然災害の広域化が顕著であった。テロ

については、中東や南アジアを中心に、治安
当局やその他の政府の施設を狙った襲撃や、
公共交通機関、宗教施設、市場など人が集ま
る場所で一般市民を狙った無差別爆弾テロが
引 き 続 き 発 生 し た。 ま た、5月 に 米 国・
ニューヨークで爆弾テロ未遂事件が発生した
ことや、10月にイエメン発米国行き航空貨
物から爆発物が発見されたことなどを受け、
欧米に対するテロ攻撃への懸念から各国が警
戒を強めたり、航空保安措置が強化されるな
どの措置がとられた。こうした中、12月に
は、スウェーデンの首都ストックホルム中心
部で自爆テロに関連すると見られる爆発事件
が発生した。誘拐については、3月にコロン
ビアで日本人永住者が誘拐され、約5か月間
にわたって拘束された事件が起きた他、4月
にアフガニスタンで日本人ジャーナリストが
誘拐され、約5か月後に解放された事件など
が発生した。

また、引き続き海賊行為による船舶への被
害が多発している。日本関係船舶への被害に
ついては、4月に、ソマリア沖のアデン湾近
くで、日本企業が運航するコンテナ船が、海
賊と見られる不審船の銃撃を受け被弾するな
ど、2010年には少なくとも15件 1の被害が発

ア
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生した。5月には、アデン湾において、多数
の日本人が乗船する民間旅客船が海賊と見ら
れる2隻の不審船に接近される事案も発生し
た。また、海賊行為は、近年被害が多発して
いるソマリア・アデン湾周辺海域のみなら
ず、アラビア海、インド洋へも拡大してお
り、ケニア沖、セーシェル沖、マダガスカル
沖を含む広大な海域が脅威にさらされてい
る。10月10日には、ケニアのモンバサ沖に
おいて、日本の海運会社が運航する船舶が海
賊に乗っ取られる事件が発生した。

感染症については、2009年に発生した新
型インフルエンザ（A/H1N1）の世界的流行
に関し、世界保健機構（WHO）が2010年8
月に収束を発表した。しかし、デング熱やマ
ラリアなど蚊が媒介する感染症、コレラなど
の汚染された水・食品などを介する感染症な
どが引き続き世界各地で流行している。

自然災害については、1月にハイチでマグ
ニチュード7.0の地震が起きた他、2月には
チリでマグニチュード8.8の巨大地震が発生
し、大規模かつ深刻な被害が生じた。さら
に、インド洋・太平洋地域を中心にマグニ
チュード7を超える大規模地震が年間を通し
て発生した。また、2011年2月に発生した
ニュージーランド南島地震では、日本人留学
生が多く利用していた語学学校が倒壊するな
ど、多数の日本人が被災した。外務省は、地
震発生直後から現地対策本部及び外務省内に
緊急対策本部を立ち上げるとともに、被災さ
れた方に対する支援はもとより、ご家族に対
しても、現地及び外務省内に家族支援チーム
を設置し、支援や情報提供を実施した。さら
に、ハリケーンなどによる集中豪雨は大規模

かつ長期化し、例年被害が発生する中米・カ
リブ地域諸国の他、パキスタン、インド、中
国や東南アジア各国、オーストラリアなどで
も深刻な被害をもたらした。上記に加え、4
月に発生したアイスランドの火山活動による
噴煙が欧州の上空広範囲に拡散したため、欧
州発着の航空便の多くが運休し、日本人を含
む多くの旅客の移動に混乱を来した。11月
にはインドネシアでの火山活動により、多数
の死傷者が出た他、ジャカルタを含む航空便
発着に影響が及んだ。このように自然災害は
2010年にも近年と同様猛威を振るい、発生
地域及び被害規模が更に拡大する傾向が見ら
れた。

政情不安による治安悪化については、2008
年以降続いてきたタイの政情不安が2010年
にはピークに達し、バンコクにおける反政府
行動が4月から5月にかけての市内中心部の
占拠と治安部隊との衝突を通じて反政府グ
ループが敗走する形で結末を迎えた。その過
程で取材中の日本人カメラマンが死亡した。
また、9月から10月にかけては、尖

せん

閣
かく

諸島周
辺領域内での中国漁船による日本の巡視船に
対する衝突事件を受け、中国各地で日本に対
する抗議デモが多く発生し、日系企業や日本
食レストランなどに向け、投石などの被害が
発生した。12月にはコートジボワールにお
いて行われた大統領選挙の後も前大統領と新
大統領との対立が激化し、在留邦人の安全確
保のため、同月20日、同国に対する危険情
報を「退避を勧告します。」に引き上げた。

さらに、2011年1月にはチュニジア、エジ
プトにおいて、長期政権に不満を持つ民衆に
よる自由化、民主化を求める大規模抗議デモ

1	 この件数は、人的被害、金品の被害及び船体の被害などの実害が発生した事案の他に、単に船舶に乗り込まれた事案も含めたもの。船舶に対し
て直接的な接触がなかった未遂事案は、この件数に含まれていない。なお、この件数は、2010 年 12 月 15 日までに外航海運事業者などが任意に
提出した事案のみを計上したもの。
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が発生し、チュニジアでは政権の崩壊に発展
した他、治安維持のための夜間外出禁止令な
どの措置や空港における商用便の一部停止な
どに伴い、多くの日本人旅行者の出国に影響
を及ぼす結果となった。このため、両国に対
する危険情報を「渡航の延期をお勧めしま
す。」に引き上げるとともに、早期の出国を
呼び掛けた。なお、エジプトにおいては空港
に足止めされた日本人旅行者約500人に対し、
政府チャーター機による退避及び民間航空機
での出国支援を行った。また、リビア及びイ
エメンにおいても、情報の変化に応じて順次
危険情報を引き上げ（最終的に「退避を勧告
します。渡航を延期してください。」を発出）、
早期出国を促すとともに、出国支援を行っ
た。

海外において、麻薬密輸・取引などへの関
与や麻薬所持の容疑で、日本人が逮捕・拘留
される事案が増加しており、その数は2010
年1月現在で未決・既決を問わず89人に上っ
ている。このうち中国においては、2010年4
月、麻薬密輸により死刑が確定していた日本
人4人の死刑が執行された以降にも、多くの
日本人が麻薬関連容疑で逮捕された。また、

10月にはイタリアにおいて多量の違法薬物
を所持・販売した容疑により、日本人2人が
逮捕された。このため、違法薬物に係る注意
喚起などによる、日本人の海外旅行者などに
遅滞する啓発が急務となっている。

近年の傾向として海外出国者が減少する
中、60歳以上の世代の海外出国者数は増加
しているが、同時に海外で山岳・海難事故に
遭ったり、旅行中の疾病などにより、入院・
治療を必要とする高年齢者に対する援護事例
も多く報告されており、こうした高年齢者に
向けた細やかな安全対策情報の提供に努めて
いる。なお、海外での病気や事故などの被害
に対しては治療に高額な医療費が求められる
中、海外旅行保険に加入していない海外渡航
者は、適切な医療へのアクセス及び医療費な
どの支払に困難を来す場合も多い。そのた
め、海外渡航の際には健康管理と共に、海外
旅行保険への加入が非常に重要となってい
る。

こうした自然災害その他の緊急事態は世界
中の様々な地域で発生しており、日本人が海
外に渡航・滞在する際には、①現地の安全情
報を確認すること、②緊急時に備え、安全対

邦人援護件数の事件別・地域別内訳（2009年）

海外邦人援護件数の地域別内訳海外邦人援護件数の事件別内訳

アジア
7,305件
43％

欧州
4,056件
24％

北米
3,409件
20％

中東　291件 2%
アフリカ　432件 3％

大洋州　734件 4％
中南米　736件 4％

疾病　949件 6％

拘禁者援助　876件 5％

所在調査　1,648％ 10%

遺失
2,672件
16％

窃盗
4,334件
26％

その他案件
2,503件
15％

精神障害　304件 2%
被安否照会
317件 2%

事故・災害
356件 2%

強盗 387件 2%

拾得物返還
400件 2%

詐欺　439件 3%

困窮　470件 3%

犯罪加害　501件 3%

出入国・査証関係　807件 5%
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策を充実させるとともに、危険を回避する行
動をとること、③緊急事態が発生した場合
に、留守家族や最寄りの大使館・総領事館な
どに連絡を取ることなどが重要である。

海外における日本人の安全対策
海外に永住・長期滞在する日本人は、2009

年に約113万人に達しており、また、同年の
海外出国者数は、前年比で約3.4％減少しつ
つも、約1,545万人に達した。このような中、

日本の在外公館及び交流協会が取り扱った海
外邦人総援護件数は1万6,963件と前年比で
約3.7％、総援護人数は1万8,843人と同じく
約4.1％増加している 2。このような状況の中
で、海外における安全確保には、在外公館な
どの邦人援護体制の強化とともに、海外への
渡航者一人ひとりが危機管理の意識を持っ
て、渡航・滞在先の危険の傾向と対策を把握
して行動することが重要である。

このため、外務省は、海外における日本人
の安全のための情報を提供する海外安全ホー
ムページの充実を図るとともに、利便性を向
上させ、より多くの国民に海外安全ホーム
ページの有用性を理解してもらうことに努め
ている。例えば、海外安全ホームページの携
帯版サイトの機能を拡充し、日本から携行す
る携帯電話の国際ローミングによるデータ通
信を利用して、海外からも手軽に外務省が発
出する渡航情報を参照できるようにした。ま
た、海外渡航中にいつでも緊急情報や最新の
渡航情報及び渡航先の緊急連絡先を検索可能
にするなど、海外安全ホームページの利便性
を向上させている。

イ

海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）

携帯版外務省渡航情報
（http://www.anzen.mofa.go.jp/i/）

2	 2009 年海外邦人援護統計（http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/spt2009.html）による。海外邦人援護統計は、日本の在外公館及び交流協
会が、海外において事件・事故、犯罪加害、犯罪被害あるいは災害など何らかのトラブルに遭遇した日本人に対し行った援護の件数及び人数を
年ごとに取りまとめたもので、1986 年に集計を開始した。
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また、外務省の領事サービスセンターにお
いては、海外での安全対策についての国民か
らの相談に直接応じている他、海外での活動
内容に応じてきめ細かに対応できるよう、総
合的な安全対策を取りまとめた「海外安全虎

の巻」やテロ、脅迫事件、誘拐など各種の想
定される事案ごとに対策を記したパンフレッ
トを作成している（これらは、海外安全ホー
ムページからもダウンロード可能）。

外務省は、安全対策のためのこうした取組

「渡航情報」の体系及び概要

第４章 国民とともにある外交
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機管理意識を持って、渡航・滞在先の危険の
傾向と対策を把握して行動することが必要で
ある。そのためには、より多くの国民に海外
安全ホームページの有用性を理解してもらう
ことが重要である。
このため、外務省では、海外安全ホームペ
ージの携帯版サイトの機能を拡充し、日本か
ら携行する携帯電話での国際ローミングによ
るデータ通信を利用して、海外からも携帯電
話を通じて手軽に外務省渡航情報を参照でき
るようにするとともに、海外渡航中にいつで
も緊急情報や最新の渡航情報及び渡航先の緊

急連絡先を検索可能にし、海外安全ホームペ
ージの利便性を向上させている。
また、これまでと同様に外務省の領事サー
ビスセンターにおいても、国民からの海外安
全についての相談に直接応じているほか、海
外での活動に応じてきめ細かに対応できるよ
う、総合的な安全対策を取りまとめた「海外
安全虎の巻」やテロ、脅迫事件、誘拐など各
種の想定される事案ごとに対策を記したパン
フレットを作成している（これらは、外務省
の海外安全ホームページからもダウンロード
可能）。

海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
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ゴ
リ
ー
に
分
け
て
お
知
ら
せ
す
る
も
の
。

　
限
定
さ
れ
た
期
間
、
場
所
で
生
じ
た
事
件
・
事
故
な

ど
の
情
報
を
速
報
的
に
お
知
ら
せ
す
る
も
の
。

　
防
犯
・
ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
役
立
つ
各
国
・
地
域
の
基

礎
情
報
。
各
地
の
犯
罪
発
生
状
況
や
よ
く
見
ら
れ
る
犯

罪
手
口
、
防
犯
対
策
の
他
、
出
入
国
に
当
た
っ
て
の
注

意
事
項
、
風
俗
・
習
慣
の
特
色
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る

も
の
。

　
複
数
の
国
や
地
域
に
ま
た
が
る
広
い
範
囲
で
注
意
が

必
要
な
情
報
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
。

外務省 渡航情報外務省 渡航情報

テ
ロ
概
要

危
険
情
報

ス
ポ
ッ
ト
情
報

安
全
対
策
基
礎
デ
ー
タ

広
域
情
報

「渡航情報」の体系及び概要

（注）	2003年６月に情報体系の見直しを行い、４つの情報を総称して「渡航情報」とすることとなった（従来は、「危険情報」及び「ス
ポット情報」のみを総称して、「渡航情報」としていた）。

（注）2003年6月に情報体系の見直しを行い、４つの情報を総称して「渡航情報」とすることとなった（従来は、「危険情報」及び「スポット情報」
のみを総称して、「渡航情報」としていた）。

2010年度海外安全・パスポート管理促進キャンペーン（http://www.kaigai-anzen.net/）

全国のパスポートセンター・旅行関係団体・空港への交通機関など、旅行者が旅
行の準備及び出発直前にアクセスし、目にする場所に配布・掲示する。

キャラクターのナビゲーションにより安全な
旅行に必要な秘訣をチェックリストやクイ
ズ形式で身に付けられるインターネット特
設サイトを立ち上げ、ポスターなどで広報
する他、外務省ホームページ及び外国安
全ホームページからもリンクを設定する。

旅の安全情報やキャンペー
ン情報をコンパクトにまとめ
たパスポートサイズの資料を
作成し、旅行者が訪れる全
国のパスポートセンターや旅
行会社などのカウンターで
配布する。

ポスター展開 ウェッブ展開 ハンドブック展開
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及び海外安全対策の必要性について集中的に
広報するために、毎年「海外安全・旅券管理
促進キャンペーン」を展開している。2010年
度は、12月1日から2011年3月20日までをキャ
ンペーン期間とし、幅広い世代を対象に、シ
ンプルかつ目を引くポスター、楽しみながら
安全対策の知識が得られるキャンペーン特設
ウェブサイト、旅行直前のチェックリストに
もなり得る海外安全リーフレットなどを通じ
て、海外安全ホームページを活用した安全対
策の有用性及び海外において唯一の身分証明
書となる旅券の重要性について広報している。

2010年12月に内閣府が実施した「外交に
関する世論調査」において、海外旅行経験を
有する回答者のうち、約93％が少なくとも
危険があることを認識しており、また、約
80％が危険が存在する意識をもって何らかの
対策を講ずる必要性があると感じている。一
方、危険が存在するとの意識は持ちつつも、
具体的な安全対策についてはよく分からない
と回答した割合はその6割を占めている。ま
た、海外での事件件数を減らすための方策に
ついては、本人や家族などの個人的な取組が
重要と考える割合は2009年の調査より約
26％減少し、逆に組織的な取組が重要と考え
る割合は約74％増加している。

外務省は、組織的な取組に対する国民の要
請にこたえ、的確な支援を行うため、在外公

館の支援体制の整備・強化を図っている。具
体的には、在外公館の閉館時にも24時間緊
急連絡が可能となる態勢の構築を始め、外部
専門家を含む人員・資機材などを海外の大規
模災害に機動的に派遣できるようにするため
の態勢整備、全米・カナダ地域における邦人
安否確認システム 3の効果的運用、緊急情報
通報システムの構築などを進めている。

また、民間との連携・協力の下にセーフ
ティ・ネットワークの構築を進めることで、
より効果的かつ機動的に日本人への支援を行
うために、外務省は、官民の連絡協議会など
を定期的に開催している。在外公館では、現
地日本人組織や民間代表者との間で安全対策
連絡協議会を定期的に開催し、安全対策に関
する意見交換や情報共有を通じた連携を強化
している他、海外に滞在している日本人を対
象に、安全対策に資するテーマで講演会など
を行っている。さらに、近年、日本人が被害
者となるテロ、誘拐事件が複数発生している
ことを踏まえ、2月に東京で「第3回NGO海
外安全セミナー」を開催した他、3月には欧
州及び南アフリカ、10月から11月にかけて
は、タイ、イラン及びサウジアラビアで「在
外危機管理セミナー」を、また、3月に大阪、
7月に高松、2011年1月に福岡で「海外進出
のための危機管理セミナー」をそれぞれ開催
した。

（2）領事サービスと日本人の生活・活動支援

領事サービスの向上
外務省は、海外在住の日本人の声を領事

サービスの向上・改善に反映させるため、在

外公館の領事サービス利用者に対するアン
ケート調査を毎年実施している。2010年に
は、145在外公館を対象に調査を行い、約1

ア

3	 具体的には、海外版災害伝言サービスを、2006 年 9 月に米国（ハワイ、グアム、サイパン、プエルトリコ、米国領バージン諸島を含む）及びカ
ナダを対象に運用を開始。米国・カナダ地域における大規模災害発生時に、専用電話番号へ音声メッセージを登録することによって、日本人被
災者とその家族などとの間で安否確認ができるシステム。年末年始に合わせ、2010 年 12 月 15 日から約 1 か月間、期間限定のテスト運用を行い、
利用の拡大にも努めている。
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万6,100人の回答を得た。その結果、領事窓
口や電話での対応については、75％以上から
肯定的な回答を得られた一方で、比較的少数
ながら否定的な回答もあり、在外公館ホーム
ページが充実しているとの評価も56％にと
どまるなど、改善すべき点があることも明ら
かになった。外務省としては、引き続きアン
ケート調査を実施し、領事サービスの向上・
改善に努める考えである。

また、海外に滞在する日本人にきめ細かく
丁寧なサービスを提供するため、領事業務量
の多い一部の在外公館を対象に、民間企業な
どで海外勤務経験のあるシニア世代の人材
を、「領事シニアボランティア（領事相談員）」
として、15の在外公館に派遣しており、こ
の制度は利用者から好評を得ている。

旅券（パスポート）に関する施策（IC旅
券の発行と今後の課題）

2010年は、新型インフルエンザやテロと

いった海外旅行を控えるような大きな事案が
なかったことや、2010年中に期間が満了す
る旅券（有効期限が10年のもの）の数が
2008年に次いで多かったことなどから、
2010年の旅券発行数が微増し、日本国内で
は1年間に約420万冊の旅券が発行された。

日本では、2006年3月から、旅券の偽変造
や第三者による不正使用を防止するため、生
体情報である顔画像を電磁的に記録したIC
チップを搭載した旅券（IC旅券）を発行し
ている。IC旅券は、2010年12月までに累計
約2,000 万冊が発行され、有効な日本旅券の
約67％を占めている。

IC旅券の発行により、発行済み旅券の写真
の差し替えなどの偽変造による旅券の不正使
用は困難となったが、その一方で、他人にな
りすまして旅券を不正に申請・取得する事案
が多発している（2006年67冊、2007年112冊、
2008年112冊、2009年87冊、2010年86冊）。
日本人・外国人犯罪者がそのような手段で不

イ

領事サービス利用者へのアンケート調査結果（2010年）

非常に丁寧な対応であった

どちらかといえば
丁寧な対応であった

普通であった

どちらかといえば
丁寧な対応ではなかった

全く丁寧な対応ではなかった

非常に丁寧な対応であった

どちらかといえば
丁寧な対応であった

普通であった

どちらかといえば
丁寧な対応ではなかった

全く丁寧な対応ではなかった

非常に充実している
充実している方である
普通
充実していない
不十分である

非常に丁寧であった

どちらかといえば
丁寧な対応であった

普通であった

どちらかといえば
丁寧な対応ではなかった

全く丁寧な対応ではなかった

入館時の受付の対応はいかかでしたか 領事窓口の対応はいかかでしたか

電話対応はいかかでしたか ホームページの内容はいかがでしたか

5,049人
（51%） 

2,401人
（24%） 

2,211人
（22%）

192人
（2%）

56人
（1%）

76人
（1%）184人

（2%）

1,339人
（13%）

2,340人
（23%）

6,095人
（61%）

106人
（1%）311人

（4％）

3,221人
（39％） 3,506人

（42％）

1,169人
（14％）

103人
（1％）277人

（3％）

1,619人
（20％）

2,057人
（25％）

4,179人
（51％）
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正取得した別人名義の旅券を使って国内外を
行き来し、あるいは国外逃亡する例が見られ
る他、名義人の知らないところでの消費者金
融からの借金、犯罪収益の受皿として使用す
る銀行口座の開設、あるいは携帯電話の契約
が行われた事例などが報告されている。こう
した犯罪を未然に防ぐためには、旅券の申請
･交付時に本人確認を更に徹底する必要があ
る。そのため、2月に各都道府県にある申請
窓口において、なりすましによる不正取得防
止のための審査強化期間を実施するなど、旅
券の発給審査の強化に力を入れている。

一方、諸外国では、出入国審査の迅速化や
旅券の信頼性向上を目的とした国際民間航空
機関（ICAO）の勧告に従い、世界中のほと
んどの国で発給される旅券が機械読取式

（MRP）となっており、セキュリティ性を向
上させたIC搭載型旅券の普及も進んでいる。
ICAO及び国際標準化機構（ISO）では、IC
チップ機能のより効果的な利用が検討されて
いる。これを受け、日本は10月に外務本省
においてICAO機械読取専門家会合・新技術

作業部会会合及びICAO公開鍵ディレクトリ
理事会会合の開催場所を提供し、国際的な渡
航の安全性や渡航者の利便性の向上及び日本
国旅券の国際的信頼性維持のため、国際標準
策定活動に積極的に参画し、自国の旅券に反
映可能な技術の採用に努めている。

在外選挙
在外選挙制度は1998年に創設され、当初

は対象が衆議院と参議院それぞれの比例代表
選挙に限定されていたが、2006年の公職選
挙法の一部改正により、2007年6月以降の選
挙から、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙
区選挙（これらの補欠選挙及び再選挙を含
む）も対象となった。2010年7月には、参議
院議員通常選挙の在外投票が実施され、ま
た、10月には、衆議院議員補欠選挙（北海
道5区）が実施された。

在外選挙で投票するためには、事前に在外
選挙人名簿への登録を申請して在外選挙人証
を入手する必要があり、在外公館投票、郵便
など投票又は日本国内における投票のいずれ

ウ

日本国内における旅券発行数の推移

一般旅券
公用旅券

3,000,000

3,250,000

3,500,000

3,750,000

4,000,000

4,250,000

4,500,000

（注1）公用旅券には、外交旅券も含む。
（注2）2006年は3月20日申請分よりIC旅券を発給しており、同年に発給した一般旅券約430万冊のうち、約340万冊がIC旅券。

出典：2011年1月版旅券統計暫定版（外務省旅券課）を基に作成

201020092008200720062005 （年）

4,185,080 
4,015,470 

3,801,384 

4,209,097 

4,302,191 

3,612,473 

4,213,204

4,043,020

3,829,784

4,236,428
4,331,648

3,643,041

28,124

27,550

28,400

27,331

29,457

30,568
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かを自ら選択することができる。在外公館で
は、管轄地域在住の日本人を対象とした在外
選挙制度の広報や公館所在地以外の地域への
登録受付出張サービスを行うなど、制度の普
及と登録者数の増加に努めている。また、
2010年5月には憲法改正に係る国民投票につ
いても在外選挙同様に投票できるようにする
ための憲法改正国民投票法が施行された。

海外での日本人の生活・活動に対する支援
（ア）日本人学校

海外で生活する日本人にとって、子供の教
育は大きな関心事の一つである。外務省で
は、海外でも義務教育相当年齢の子供が、日
本と同程度の教育を受けられるよう、文部科
学省と連携して日本人学校への支援（校舎借
料、現地採用教員謝金、安全対策費などの一
部援助など）を行っている。また、主に日本
人学校が存在しない地域に設置されている補
習授業校（国語などの学力維持のために設置

エ

1.  在外公館投票 

外務省 在外選挙人が登録されている 
市区町村の選挙管理委員会 

在外公館等 

外務省 

在外公館等 

投票用紙
の送付 

12

在外選挙人 

在外公館等に出向き投票
（在外選挙人証・旅券等を提示） 

1

投票用紙
の送付 

13

2.  郵便投票 

3.  日本国内における投票 

在外選挙人が登録されている 
市区町村の選挙管理委員会 

在外選挙人 

投票用紙の請求（在外選挙人証を同封） 
1

記入済み投票用紙の郵送 
3

 
（在外選挙人証も同封して返送） 

投票用紙の交付 2

在外選挙人名簿に登録されている有権者は、投票記載場所を設置している在外公館（大使館や総領事館など）で、在外選挙
人証と旅券などを提示して投票することができる（投票できる期間・時間は在外公館により異なる）。

「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付して、あらかじめ投票用紙を請求し、日本
国内の選挙期日における投票終了時刻（日本時間の午後8時）までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員
会に送付する（ ※投票は公示日又は告示日の翌日以降に行う）。 

在外選挙人は、選挙のときに一時帰国している場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内における選挙人
と同様の投票方法（期日前投票、不在者投票、選挙期日における投票）を利用して投票することができる。 
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されている教育施設）に対しても、支援（校
舎借料、現地採用講師謝金の一部援助など）
を行っている。近年、海外在住の日本人の子
供の数は増加傾向にあり、今後もこうした支
援を継続・強化していく方針である。

（イ）医療・保健対策

外務省は、医療事情の悪い国に滞在する日
本人に対する健康相談を実施するため、国内
医療機関の協力を得て巡回医師団を派遣して
おり、2010年には27か国40都市に派遣した。
また、海外で流行している感染症などの情報
を収集し、海外安全ホームページや在外公館
ホームページなどを通じ、広く提供している。

（ウ）その他のニーズへの対応

原子爆弾被害者に対する援護に関する法律
施行令及び厚生労働省令の一部が改正され、
2010年4月に施行された。これを受け、日本
国外に居住する被爆者も、在外公館を経由し

て原爆症認定及び健康
診断受診者証の交付を
申請できるようになっ
た。

また、海外在住日本
人の滞在国での各種手
続（滞在・労働許可、
運転免許証の切替えな
ど）の煩雑さを解消
し、より円滑に生活で
きるようにするための
滞在国の当局に対する
働きかけを継続してい
る。具体的には、欧州連合（EU）諸国に対
しては、滞在・労働許可や運転免許切替えに
関する手続の迅速化・簡素化などを、また、
米国に対しては、米国査証の米国内における
更新手続の再開や各州運転免許制度の改善を
働きかけている。

日本人の海外移住の歴史は142年を数え、
北米・中南米を中心として、全世界に約285
万人（推定）以上とも言われる海外移住者及
び日系人が居住している。移住者及び日系人
は、政治、経済、教育、文化を始めとする各
分野において各国の発展に寄与するととも
に、日本と各居住国との「架け橋」として各
国との関係緊密化に大きく貢献している。外
務省としては、今後も両者に対する支援を行
うとともに、若い世代の日系人とも協力を図
り、それらの人々と日本の間の絆

きずな

を強めてい
く方針である。10月、24か国から約170人の
移住者及び日系人の代表者が集まり、（財）
海外日系人協会の主催による第51回海外日

系人大会が盛大に開催され、歓迎交流会に
は、常陸宮同妃両殿下が御臨席になった。

約170万人の移住者及び日系人が居住して
いる中南米諸国では、外務省は、国際協力機

（3）海外移住者や日系人との協力

移住者・日系人代表者と親睦を深められる常
ひたちの

陸宮
みや

同妃両殿下（10月20

日、東京・憲政記念館　写真提供：海外日本人協会）

外務省作成パンフレット
「海外で困ったら」
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2　海外における日本企業への支援

（1）日本企業支援の取組

日本企業支援窓口
外務省は、政府間の協議・交渉を通じたビ

ジネス環境の整備に加え、民間企業から寄せ
られた個別の照会や相談に応じるため、1999
年から「日本企業支援窓口」を全ての在外公
館に設置するとともに、2006年からはアジ
アに所在する一部の公館に「日本企業支援セ
ンター」4を設置し、現地の日本企業からの問
い合わせや要望に積極的に対応している。例
えば、現地の情報提供、人脈形成への協力を
始め、必要に応じて現地政府に対する行政・
司法手続の是正などに関する申入れを行うと
ともに、ビジネス環境の改善・広報支援と
いった種々の支援を行っている。

また、最近では、在外公館において日本企

業と共催でレセプションを開催するなど、在
外公館の施設を活用した日本企業支援にも積
極的に取り組んでいる。具体例としては、日
本企業の製品紹介のためのワークショップや
展示会の開催、日本料理や日本酒の専門家に
よる講習会の実施など、多彩な取組を行って
いる。

投資協定／租税条約／社会保障協定の活用
（ア）投資協定

投資の保護、促進及び自由化について規定
する投資協定は、日本企業の海外での活動を
支援する効果がある。政府は、より戦略的な
優先順位をもって投資協定の交渉・締結方針
を検討していくことを目的とし、政府・民間
団体・関係機関が意見交換を行うための場と
して、2008年に対外投資戦略会議を設置し
た。同会議は、これまで3回の本会議に加え、
より具体的な内容について議論を行う連絡会
議を7回開催した。同会議では、海外展開す
る日本企業を支援するためのビジネス環境の
整備や投資協定の活用についての意見交換も
行われ、投資促進の方法を官民で包括的に検
討していく枠組みとして引き続き活用される
予定である。

ア

イ

4	 現在 5 公館（在モンゴル大使館、在タイ大使館、在インド大使館、在広州総領事館、在ホーチミン総領事館）に設置。センター設置により企業か
らの照会、相談への対応を強化し、企業支援体制を一層充実させた。

シンガポールで開催された和食を紹介するイベント（2011年2月25日
〜27日　シンガポール）

構（JICA）と共に、移住者の高齢化に対応す
る福祉支援、日系人を対象とした日本国内へ
の研修員受入れ、現地日系人社会へのボラン
ティア派遣などを通じた協力を行っている。
また、北米においては、米国及びカナダから

日系人リーダーを日本に招へいするプログラ
ムの実施や、日系人リーダーとの間で定期的
に会合を開催することを通じて、北米に居住
する日系人との関係強化を図っている。
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模倣品・海賊版は、技術革新などを妨げ、
世界の経済成長に悪影響を及ぼすだけでな
く、消費者の健康や安全まで脅かしている。
日本企業も、海外市場における潜在的な利益
の喪失を被るなど、深刻な悪影響を受けてい
る。

このため、外務省は、知的財産戦略本部に
おいて毎年策定される「知的財産推進計画」
に沿って、様々な機会を捉えて知的財産権の
保護強化及び模倣品・海賊版対策に関する施
策に取り組んでいる。例えば、2005年3月以
降、全ての在外公館において知的財産担当官
を任命し、模倣品・海賊版被害を受けている
日本企業を迅速かつ効果的に支援することを
目的として、日本企業への助言や相手国政府
への照会、働きかけなどを行っている。日本

企業から在外公館への相談内容は外務本省に
報告され、必要に応じて二国間及び多国間協
議（第3章第3節4（3）「知的財産権保護の強
化」を参照）の場で取上げられるなど、外国
政府への更なる働きかけが行われている。ま
た、知的財産担当官の能力向上を図り、知財
侵害対策をより一層深めるために、日本企業
の模倣品・海賊版被害の多い地域を中心に知
的財産担当官会議 5を開催している。さらに、
相手国政府職員向けに日本企業が主催する、
知的財産権保護セミナーへの支援などの取組
も行われている。

その他、模倣品・海賊版対策における開発
途上国の政府職員などの能力向上を図るた
め、JICAを通じて、専門家派遣、研修員受
入れなど、技術協力を行っている。

（イ）租税条約

経済のグローバル化の進展に伴い、日本企
業や投資家による国際的な経済活動の規模が
拡大する中、これらの企業や投資家が、より
制約の少ない経済活動を展開できる環境を整
備する必要性が高まっている。日本は以前か
ら二重課税の回避などを目的とした租税条約
を各国と締結しており、投資交流を促進する
という観点から租税条約ネットワークの更な
る拡充を図っている。

（ウ）社会保障協定

社会保障協定は、保険料の二重負担の問題
や保険料掛け捨ての問題などの解消を目的と
する協定である。社会保障協定の締結は、海
外へ進出する日本企業や国民の負担を軽減し

得るものである。また、相手国との間の人的
交流や経済交流を一層促進する効果なども期
待されることから、日本は、相手国の社会保
障制度の成熟度や日本にとっての必要性など
も踏まえつつ、今後も優先度の高い国から順
次締結交渉を行っていく考えである。

（エ）経済連携協定（EPA）

日本が締結しているEPAには、協定全般
を扱う合同委員会や、ビジネス環境の整備な
どの分野ごとに多くの小委員会の設置が規定
されており、海外に進出している日本企業の
要望などを踏まえ、EPAの活用、運用改善
などに取り組むとともに、協定の運用状況に
ついて定期的に見直すこととなっている。

5	 2011 年 1 月には、ニューデリーで南アジア（インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ）の知的財産担当官を対象とした知
的財産担当官会議を開催した。

（2）模倣品・海賊版対策
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日本は、主要な貿易・投資相手国との間
で、ビジネス環境の改善などのための協議を
行っている。

例えば、EUとの間では、1994年に開始し
た「日・EU規制改革対話」を通じ、互いに
規制改革及び規制協力に関する提案を交換・
協議することにより、ビジネス環境の改善を
通じた貿易・投資の促進を図っている。EU
に対しては、在欧州日本企業や関係団体など
から広く募った意見を踏まえて提案を行って
おり、例えば2010年は、非EU信用格付会社
関連の規制を含む金融サービスの他、知的財
産権や情報通信技術に関する規制などに関す
る要望を提起している。

米国との間では、11月、横浜APEC首脳

会議の機会に行われた日米首脳会談を受け、
「日米経済調和対話」が立ち上げられた。本
対話は、貿易の円滑化、ビジネス環境の整
備、個別案件への対応、共通の関心を有する
地域の課題などについて、日米両国が協力を
して取り組んでいくために開催するものであ
り、これにより両国の取組の調和を促し、両
国の経済成長に貢献することを目指してい
る。2011年2月には、東京において事務レベ
ル会合を開催した。

中国との間では、8月の「第3回日中ハイ
レベル経済対話」などの場において、知的財
産の保護強化、レアアースの輸出規制の改善
を含む、貿易、投資上の諸課題に関する要望
を中国側に提起し、協議を行った。

（3）ビジネス環境改善、貿易・投資の円滑化
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